
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
八
巻
第

一
号

平
成
十

一
年
十
二
月

日
蓮
遺
文

と

『注
法
華
経

』

(佐
前
期
)

関

戸

堯

海

日
蓮

の
遺
文
中
に
引
用
さ
れ
る
諸
経
論
疏
の
要
文
で
、
『注
法
華
経
』

に
注
記
さ
れ
て
い
る
も

の
も
少
な
く
な
い
。
『注
法
華
経
』
で
は

『法

華
経
』
に
説
か
れ
る
教
理
内
容
と
直
接
関
連
す
る
要
文
が
集
め
ら
れ
て

い
る
場
合

も
多
く
、
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
、
日
蓮
が

『法
華
経
』
を

中
心
と
す

る
教
義
を
樹
立
し
、
所
説
を
論
証
し
て
い
く
た
め
の
覚
え
と

し
て

『注
法
華
経
』
を
作
製
し
た
と
推
察
で
き
る
。

し
か
し
、
『
注
法
華
経
』
に
は
日
蓮
の
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
注
記
の
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
遺
文
中
の
要
文
引
用
は
前
後
の
文

章
か
ら
み
て
引
用
の
目
的
が
明
確
な
の
で
、
『注
法
華
経
』
の
注
記
と

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『注
法
華
経
』
作
製
の
目
的
を
知
る
上
で

の
重
要
な
要
因
と
な

っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
佐

渡
流
罪
以
前
を
中
心
に
、
遺
文
と

『注
法
華
経
』
と
に
共
通
す
る
要
文

を
取
り
上
げ
、
そ
の
引
用

・
注
記
の
特
徴
に

つ
い
て
検
証
し
た

い
。

『
戒
体

即
身
成

仏
義
』

(仁
治
三
年

・
一
二
四
二
)

①

『梵

網
経
』
『華
厳
経
』
を
引
用
し

「爾
前

の
円
」
と

「法
華
の

円
」
を
相
対
す
る

(定
五
頁
)。
『注
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
に
即
疾
頓

成
の
例
と
し
て

『梵
網
経
』
『華
厳
経
』
等
が
注
記
さ
れ
る
が
、
『戒
体

即
身
成
仏
義
』
と
の
関
連
は
明
確
で
は
な
い
。

②

『瑛
路
経
』
の
戒
を
権
大
乗

に
位
置
づ
け
る

(定
六
頁
)
。
『注
法

華
経
』
結
経
に
ま
と
め
て

『理
路
経
』
が
注
記

さ
れ
る
が
、
『戒
体
即

身
成
仏
義
』
と
の
関
連
は
明
確

で
は
な
い
。

③

『
法
華
文
句
』
『法
華
文
句
記
』
を
引
用

し
、
五
戒
十
善

・
権
大

乗
に
趣
く
二
乗
も
菩
薩
も
方
便
品

・
授
記
品
の
文
に
よ
っ
て
開
会
さ
れ

る
と
す
る

(定

一
〇
頁
)。
『注
法
華
経
』
方
便

品
に
は

一
切
皆
成

に
関

す
る
要
文
が
集
ま
つ
て
い
る
が
、
『戒
体
即
身
成
仏
義
』
に
引
用

の

『法

華
文
句
』
『法
華
文
句
記
』
の
文
も
そ
こ
に
み
え
る
。

【特
徴
】
『戒
体
即
身
成
仏
義
』
と
の
関
係
は
判
然
と
し
な
い
が
、
引

用
さ
れ
る
要
文
の
い
く

つ
か
が
、
『注
法
華
経
』

の
中
に
注
記
と
し
て

残

っ
て
お
り
後
々
活
用
さ
れ
て
い
る
。
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日
蓮
遺
文

と

『
注
法
華
経
』
(佐
前
期
)
(関

戸
)

『
一
代
聖
教
大

意
』

(正
嘉
二
年

・
一
二
五
八
)

①

『華
厳
経
』
『般
若
経
』
『梵
網
経
』
等
を
引
用
し
て

「爾
前
の
円
」

と

「法
華

の
円
」
を
相
対
す
る

(定
六
四
頁
)
。
『注
法
華
経
』
提
婆
達

多
品
に
は
諸
経
の
即
疾
頓
成

の
例
と
し
て

『華
厳
経
』
『般
若
経
』
『梵

網
経
』
等

が
注
記
さ
れ
て
お
り
、
『
一
代
聖
教
大
意
』

の
論
旨
と
同
基

軸
に
あ
る
。

②
悪
人
成
仏

・
女
人
成
仏

に
つ
い
て

『無
量
義
経
』
『華
厳
経
』
『普

超
三
昧
経
』
『菩
薩
処
胎
経
』
等
を
引
用
す
る
が

(定
七
〇
～

一
頁
)
、
こ

れ
ら
は

『
注
法
華
経
』
の
提
婆
達
多
品
に
も
注
記
さ
れ
る
文
で
あ
る
。

【特
徴
】
悪
人
成
仏

・
女
人
成
仏
な
ど
引
用

の
意
図
が
明
確
で
あ
り
、

『注
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
の
注
記
の
傾
向
と

一
致
す
る
。

『
守
護

国
家
論
』

(正
元
元
年

・
一
二
五
九
)

①

「大
文
第

一
の
二
諸
経

の
浅
深
を
明
か
す
」
で

『無
量
義
経
』
説

法
品
、
『法
華
経
』
法
師
品

(已
今
当

・
難
信
難
解
)
に
よ
っ
て

『法
華

経
』
が
諸
経
に
す
ぐ
れ
る
こ
と
を
論
証
す
る
が

(定
九
三
～
四
頁
)
、
そ

こ
に
引
用
さ
れ
る

『浬
盤
ハ経
』
聖
行
品

・
如
来
性
品
、
『密
厳
経
』
『大

雲
経
』

の
文
は
、
『注
法
華
経
』
法
師
品

(已
今
当

・
難
信
難
解
)
に
注

記
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

②
大
文

の
第

一
・
二

・
四

・
五

・
六

・
七
で
は

『浬
藥
経
』
か
ら
広

範
に
引
用
し
て
、
『法
華
経
』
が
諸
経
に
す
ぐ
れ
る
こ
と
、
諦
法
の
者

を
対
治
す
べ
き
こ
と
、
善
智
識
な
ら
び
に
真
実

の
法
に
は
値
い
が
た
き

こ
と
な
ど
を
論
証
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
が

『注
法
華
経
』
法
師
品
・

勧
持
品

・
安
楽
行
品
に
ま
と
ま

つ
て
注
記
さ
れ

て
い
る
。

【特
徴
】
『法
華
経
』
の
法
師
品
や
勧
持
品
な
ど
の
教
理
内
容
と
、
引

用
さ
れ
る

『浬
藥
経
』
の
要
文
と
の
関
係
が
よ
く
わ
か
る
。
要
文
が
後

に

『注
法
華
経
』
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
が
推
察
さ
れ
る
。

『十
法
界
明

因
果
鈔

』

(文
応
元
年

・
一
二
六
〇
)

①
菩
薩
戒
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て

『理
路
経
』
か
ら
二
文

引
用
す
る
が

(定

一
七
九
頁
)、

こ
れ
ら
は

『注
法
華
・経
』
結
経

に
み
え

る
文
で
あ
り
、
『戒
体
即
身
成
仏
義
』
と
同
様
な

一
面
が
あ
る
。

②

『梵
網
経
』
『華
厳
経
』
『般
若
経
』
を
引
用
し
て
、
爾
前
の
諸
経

に
も
速
疾
頓
成

の
戒
が
説
か
れ
る
が
、
ど
う
し

て

『無
量
義
経
』
で
は

歴
劫
修
行

の
戒
と
み
る
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

(定

一
八

一
頁
)。
『注

法
華
経
』
提
婆
達
多
品

(龍
女
の
即
身
成
仏
)
で
速
疾
頓
成
に
関
す
る
要

文
が
集
め
ら
れ
て
い
る
部
分
に
こ
の
文
が
み
え
る
。

【特
徴
】
『梵
網
経
』
『華
厳
経
』
『般
若
経
』

の
要
文
が
、
提
婆
達
多

品
の
龍
女
の
即
身
成
仏
に
関
連
す
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

『
唱
法
華
題

目
鈔
』

(文
応
元
年

・
一
二
六
〇
)

①

『法
華
経
』
の

一
字

一
句

の
結
縁
と
、
易
行
の
念
仏
と
を
比
較
し

て
、
『
法
華
経
』
化
城
喩
品
の
十
六
王
子
の
三
千
塵
点
劫

の
結
縁
に

つ
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日
蓮
遺
文
と

『
注
法
華
経
』
(佐
前
期
)
(関

戸
)

い
て
論
じ
る
が

(定

一
八
五
頁
)
、
そ
の
論
旨

の
基
調
に
あ
る
と
思
わ
れ

る

『法
華
文
句
』
『法
華
文
句
記
』
の
文
は
、
『注
法
華
経
』
化
城
喩
品

に
注
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

②

『法
華
経
』
随
喜
功
徳
品
の

「
一
念
随
喜
五
十
展
転
」
に
関
す
る

天
台

・
妙
楽

の
釈
と
し
て

『
法
華
文
句
』
『法
華
文
句
記
』
に
基
づ
く

念
仏
側

の
見
解
を
示
す
が

(定

一
八
五
頁
)、
『
注
法
華
経
』
化
城
喩
品

(裏
面
)
随
喜
功
徳
品
で
五
十
展
転
に
関
連
し
て
注
記
さ
れ
る
。

③
念
仏
側
の
主
張
に
反
論
す
る
た
め
に
、
五
十
展
転

・
一
念
随
喜
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
、
『法
華
文
句
』
『法
華
文
句
記
』
な
ど
を

基
調
と
し

て
天
台

・
妙
楽

の
初
随
喜

・
名
字
即
に

つ
い
て
の
主
張
を
紹

介
す
る
が

(定

一
八
七
～
九
頁
)
、
こ
れ
ら
の
文
が

『注
法
華
経
』
化
城

喩
品

・
随
喜
功
徳
品
に
注
記
さ
れ
る
。

④

『法
華
経
』
と
四
十
余
年

の
諸
経
の
相
違

に
つ
い
て
の
見
解
は
、

『授
決
集
』

『註
無
量
義
経
』
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
が

(定
二
〇

一
～
二
頁
)
、
こ
れ
ら
の
文
が

『注
法
華
経
』
開
経
に
注
記
さ
れ
、
十
功

徳
品
な
い
し
説
法
品

「四
十
余
年
未
顕
真
実
」
と
の
関
連
が
注
目
で
き

る
。【特

徴
】
化
城
喩
品

(三
千
塵
点
劫
)
お
よ
び
随
喜
功
徳
品
に
関
連
し

て
、
初
随
喜

・
一
念
信
解
に

つ
い
て

『法
華
文
句
』
『法
華
文
句
記
』
な

ど
の
天
台

・
妙
楽

の
見
解
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が

『唱
法
華
題
目

鈔
』

で
の
引
用
と

『注
法
華
経

』
で
の
注
記
に
よ
つ
て
よ
く
わ
か
る
。

『
立
正
安

国
論

』

(文
応
元
年

・
一
二
六

〇
)

①
第
七
番
問
答

(災
難
の
対
策
に
つ
い
て
の
問
答
)

で
は

『法
華
経
』

讐
喩
品

「若
人
不
信
殿
諦
此
経

即
断

一
切
世

間
仏
種
」
お
よ
び

『涅

槃
経
』
『仁
王
経
』
を
引
用
し
て
、
正
法
を
諺

る
人
を
禁
じ
て
正
法
を

信
じ
る
人
を
重
ん
じ
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
が
、
『涅
槃
経
』

一
切

大
衆
所
問
品

・
寿
命
品

・
聖
行
品

・
梵
行
品
の
文
が

『注
法
華
経
』
讐

喩
品

「若
人
不
信
殿
諦
此
経
」
の
近
辺
に
注
記
さ
れ
て
い
る
。

【特
徴
】
『法
華
経
』
讐
喩
品

「若
人
不
信
殿
諦
此
経

即
断

一
切
世

間
仏
種
」

の

『法
華
経
』
誹
諦
と
堕
地
獄

に
関

連
し

て
引
用

さ
れ
る

『
涅
槃
経
』
の
文
の
数
々
が
、
『注
法
華
経
』
讐
喩
品
に
ま
と
め
て
注
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

『立
正
安
国
論
』
で
の

『涅
槃
経
』

の
引
用
は
、
『涅
槃
経
』
を
多
角
的
に
引
用
す

る

『守
護
国
家
論
』
と

同
基
軸
に
あ
る
。

『教

機
時

国
鈔
』

(弘
長
二
年

・
一
二
六

二
)

①
舎
利
弗
と
金
師

・
洗
衣
の
者
の
説
話
を
通

し
て
、
末
代

の
機
根
を

知
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
こ
と
を
述
べ
る

(定
二
四
二
頁
)
。
こ
の
説
話

は

『
涅
槃
経
』
高
貴
徳
王
菩
薩
品
に
基
づ
く
も

の
と
考
え
ら
れ
、
『注

法
華
経
』
妙
荘
厳
王
品
で
浄
蔵

・
浄
眼
の
説
話

に
関
連
し
て
善
智
識
に

つ
い
て
の
要
文
が
集
め
ら
れ
て
い
る
部
分
に
注
記
さ
れ
る
。

②

『法
華
経
』
の
弘
通
と
法
敵
の
出
現
に
つ
い
て
述

べ
る
に
あ
た
つ
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日
蓮
遺
文
と

『
注
法
華
経
』

(佐
前
期
)

(関

戸
)

て
、
『法
華
経
』
勧
持
品
・
法
師
品

・安
楽
行
品

の
未
来
記
お
よ
び

『涅

槃
経
』
如
来
性
品
と
章
安
の

『涅
槃
経
疏
』
を
引
用
す
る
が

(定
二
四

五
頁
)
、
『注
法
華
経
』
勧
持
品
の
二
十
行

の
偶
の
付
近
に

「死
身
弘
法
」

「誹
謗
大
乗
経
典
」
「悪
比
丘
」
な
ど
に
つ
い
て
説
く

『涅
槃
経
』
の
要

文
が
連
記
さ
れ
て
お
り
、
『教
機
時
国
鈔
』
に
引
用
さ
れ
る
.『涅
槃
経
』

如
来
性
品
と
章
安
の

『涅
槃
経
疏
』
も
そ
こ
に
み
え
る
。

【特
徴
】
妙
荘
厳
王
品
と
勧
持
品
の
経
文

の
説
示
に
関
連
し
て
、
要

文
が
集
め
ら
れ
る
と
い
う

『注
法
華
経
』

の
特
徴
が
よ
く
わ
か
る
。

『顕
謗

法
鈔
』

(弘
長
二
年

・
一
二
六
二
)

①

『無

量
義
経
』
「四
十
余
年
未
顕
真
実
」
に
関
し
て
、
得

一
の
所

論
に
対
す
る
伝
教
大
師
の
反
論
が
記
さ
れ
る

(定
二
五
七
頁
)。
こ
こ
に

示
さ
れ
る
伝
教
大
師
の
見
解
は

『註
無
量
義
経
』
『守
護
国
界
章
』
『法

華
秀
句
』

に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『注
法
華
経
』
開
経

(『無
量

義
経
』
「四
十
余
年
未
顕
真
実
」
の
近
辺
)
に
注
記
さ
れ
る
。

【特
徴
】
『無
量
義
経
』
「四
十
余
年
未
顕
真
実
」
に
関
連
し
て

『註

無
量
義
経
』
『守
護
国
界
章
』
『法
華
秀
句
』
の
要
文
が
注
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

『
華
厳

法
相

三
論

天
台
等

元
祖
事
』

(弘
長
年
間
)

①

「華
厳
宗

の
元
祖
」
に
つ
い
て
述

べ
、
華
厳
宗
の
教
判

「五
教
」

を
図
示
す
る
が

(定
二
九
〇
四
～
五
頁
)
、
そ
こ
に

『華
厳
経
』
入
法
界

品
が
引
用
さ
れ
る
。
ま
た

「天
台
宗
の
元
祖
」

に
つ
い
て
述
べ
、
『法

華
玄
義
』
を
引
用
す
る
が
、

こ
れ
ら
の
文
は
、

『注
法
華
経
』
安
楽
行

品
で

『法
華
経
』
と

『華
厳
経
』
を
対
比
す
る
内

容
の
要
文
が
集
ま

つ

て
い
る
部
分
に
み
え
る
。

②

「法
相
宗

の
元
祖
」
に
つ
い
て
述
べ
、
法
相
宗

の
教
判

「三
時
教
」

を
図
示
す
る

(定
二
九
〇
七
頁
)。
こ
れ
は

『五
百

問
論
』
の
見
解
を
下

敷
き
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『注
法
華
経
』
信
解
品
で
は

「五

時
八
教
判
」
で
擬
宣

・
誘
因

・
弾
呵

・
淘
汰

・
開
顕
に
配
当
さ
れ
る

「長
者
窮
子
喩
」
に
関
連
し
て

「三
時
教
判
」
に
関
す
る
要
文
と
し
て
、

こ
の

『五
百
問
論
』
が
注
記
さ
れ
る
。

【特
徴
】
華
厳
宗

の

「五
教
判
」
法
相
宗
の

「三
時
教
判
」

に
関
連

す
る
要
文
が

『注
法
華
経
』
に
集
め
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

『女

人
成
仏
鈔
』

(文
永
二
年

・
一
二
六
五
)

①
爾
前

の
諸
経
で
女
人
の
成
仏
が
否
定
さ
れ

て
き
た
こ
と
に
つ
い
て

『華
・厳
経
』
『銀
色
女
経
』
を
引
用
す
る

(定
三
三
四
頁
)
。
『注
法
華
経
』

薬
王
菩
薩
本
事
品
で
は
、
女
人

の
往
生
に
つ
い
て
説
く
経
文
の
近
辺
に

「女
人
成
仏
」
に
関
す
る
要
文
が
集
ま
っ
て
い
る
部
分
に
み
え
る
。

②

『法
華
経
』
提
婆
達
多
品
の

「女
人
成
仏
」
に
つ
い
て

『
法
華
文

句
』
『海
龍
王
経
』
等
を
引
用
し
て
論
じ
る
が

(定
三
一二
五
～
六
頁
)
、
こ

れ
ら
の
文
は

『注
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
で

「女
人
成
仏
」
に
関
す
る
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日
蓮
遺
文

と

『注
法

華
経
』

(佐
前
期
)
(関

戸
)

要
文
が
集

め
ら
れ
て
い
る
部
分
に
み
え
る
。

③
源
信

の
妙
法
経
力
に
つ
い
て
の
所
論
を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て

『普

賢
菩
薩
行
法
経
』
の
文
に
基
づ
き

『法
華
経
』
に
よ
っ
て
こ
そ
成
仏
が

可
能

で
あ

る
こ
と
を
論
じ
る
が

(定
三
一二
四
頁
)
、
『注
法
華
経
』
如
来

神
力
品
で
如
来

の
神
力
に
つ
い
て
の
要
文
を
集
め
た
と
思
わ
れ
る
部
分

に

『普
賢
菩
薩
行
法
経
』

の
注
記
が
み
ら
れ
る
。

【特
徴
】
引
用
さ
れ
る
要
文
が

「女
人
成
仏
」
「如
来
の
神
力
」
な
ど

『法
華
経
』

の
内
容
と
直
接
関
連
す
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

『薬

王
品
得

意
鈔

』

(文
永
二
年

・
一
二
六
五
)

①
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
十
喩
の
う
ち

「大
海
の
讐
」

「山

の
讐
」
に

つ
い
て
述

べ
る
が

(定
三
三
七
～
九
頁
)
、
こ
こ
で
の
所
論
は

『華
厳
経
』

十
地
品
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『注
法
華
経
』
薬
王

菩
薩
本
事
品
で
は
十
喩
の
近
辺
に

『華
厳
経
』
の
注
記
が
み
え
る
。

②
女
人
往
生
の
障
害
と
し
て
五
障

・
三
従
を
あ
げ

『銀
色
女
経
』
を

引
用
す
る
が

(定
三
四

一
頁
)
、
『注
法
華
経
』
薬
王
菩
薩
本
事
品

で
女

人
の
往
生

に
関
す
る
要
文
を
集
め
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
文
が
み
え
る
。

③

『無
量
義
経
』
「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」
と

『涅
槃
経
』
梵
行
品

を
引
用
し

て
、
爾
前
諸
経
に
お
い
て
女
人
が
往
生
成
仏
で
き
な
い
と
説

く
の
は
妄

言
で
あ
る
と
指
摘
す
る
が

(定
三
四
二
頁
)
、
『注
法
華
経
』
開

経

(『無
量
義
経
』
「四
十
余
年
未
顕
真
実
」)
に
梵
行
品
の
文
が
注
記
さ
れ

て
い
る
。

【特
徴
】
女
人
成
仏

・
十
喩

・
法
華
最
勝
を
め
ぐ
て
引
用
さ
れ
る
要

文
が
、
そ
れ
ぞ
れ
関
連

の
深

い

『注
法
華
経
』

の
各
品
に
注
記
さ
れ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

『法
華
題

目
鈔
』

(文
永
三
年

・
一
二
六
六
)

①

『女
人
成
仏
鈔
』
と
同
様
な
表
現
で
、
女
人
の
成
仏
が
諸
経
に
否

定

さ
れ
て
き
た
こ
と
を

『華
厳
経
』
な
ど
の
引
用

に
よ
つ
て
論
じ
る

(定
四
〇
〇
頁
)。
『注
法
華
経
』
薬
王
菩
薩
本
事
品
で
、
女
人
の
往
生
に

つ
い
て
説
く
経
文

の
近
辺
に

「女
人
成
仏
」
に
関
す
る
要
文
が
集
ま

っ

て
い
る
が
、
そ
こ
に
こ
の
文
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。

【特
徴
】
『華
厳
経
』
の
要
文
が
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
女
人
の
往
生
に

直
接
関
連
す
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

『行

敏
訴
状

御
会
通
』

(文
永
八
年

・
一
二
七

一
)

①

『無
量
義
経
』
「四
十
余
年
未
顕
真
実
」

お
よ
び

『
涅
槃
経
』
梵

行
品
、
『維
摩
経
疏
記
』
等
を
引
用
し
て
、
爾
前

の
諸
経
を
妄
言
と
称

す
る
の
は
日
蓮

の
私
言
で
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
が

(定
四
九
八
頁
)
、

こ
れ
ら
の
要
文
は

『注
法
華
経
』
開
経

(『無
量
義
経
』
「四
十
余
年
未
顕

真
実
」)
に
注
記
さ
れ
る
。

②
日
蓮

の
教
え
を
信
奉
し
集
ま
る
門
弟
を
凶
徒
と
称
し
、
武
器
を
集

め
て
い
る
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て

『
法
華
・文
句
記
』
『法
華
疏

義
讃
』
『涅
槃
経
』
金
剛
身
品

『摩
詞
止
観
』

『涅
槃
経
疏
』
『摩
詞
止
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日
蓮
遺

文
と

『
注
法
華

経
』
(佐
前
期
)
(関

戸
)

観
弘
決
』
を
引
用
し
、
『法
華
経
』
勧
持
品
の
三
類
の
強
敵
に
言
及
し

て
反
論
す
る
が

(定
四
九
九
頁
)、
こ
れ
ら
は

『注
法
華
経
』
勧
持
品
で

三
類
の
強
敵
に
関
連
す
る
要
文
が
集
め
ら
れ
て
い
る
部
分
に
み
え
る
。

【特
徴
】

『無
量
義
経
』
『法
華
経
』
勧
持
品
の
経
文

の
内
容
と
直
接

関
連
す
る
要
文
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
『注
法
華
経
』
の

注
記
の
特
徴
を
示
す
よ
い
事
例
で
あ
る
。

『寺

泊
御
書

』

(文
永
八
年

・
一
二
七

一
)

①

『涅
槃
経
』
の

「騰
命
重
宝
」
に
言
及
し
、
『法
華
玄
義
』
『法
華

玄
義
釈
籔
』
を
引
用
す
る
が

(定
五
一
三
頁
)
、
こ
れ
ら
は

『注
法
華
経
』

方
便
品

・
法
師
品

・
分
別
功
徳
品
に
注
記
さ
れ
る
。
方
便
品
で
は

一
念

三
千
に
関
連
し
て
悉
有
仏
性
に
関
す
る
要
文
が
集
ま
る
部
分
に
注
記
さ

れ
、
法
師
品
で
は
釈
尊
滅
後

の
修
行
者

の
迫
害
に

つ
い
て
の
注
記
と
し

て
、
そ
し

て
分
別
功
徳
品
で
は
得
道

の
問
題
を
通
し
て

『法
華
経
』
『涅

槃
経
』
の
勝
劣
に
関
す
る
要
文
と
し
て
注
記
さ
れ
て
い
る
。

②

『法
華
経
』
勧
持
品
の
二
十
行

の
偶
を
引
用
し
て
、
受
難
こ
そ
末

代
の

「法

華
経

の
行
者
」
の
証
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
述

べ
て
、
『正
法

華
経
』
『添

品
妙
法
蓮
華
経
』
を
引
用
す
る
が

(定
五

一
五
頁
)
、
こ
れ

ら
は

『注
法
華
経
』
勧
持
品
の
二
十
行

の
偶

の
付
近
に
注
記
さ
れ
る
要

文
で
あ
る
。

【特
徴
】
遺
文

の
引
用
と
、
『注
法
華
経
』
の
注
記
が
同
基
軸
に
あ
る

こ
と
を
よ
く
示
す
。
佐
渡
渡
航
直
前

の
緊
迫
し
た
状
況
で
の
執
筆
に
際

し
て
、
ど
の
よ
う
な
要
文
集
を
活
用
し
た
の
か
が
興
味
あ
る
点
で
あ
る
。

叙
上
の
よ
う
に
、
佐
渡
流
罪
以
前
の
遺
文
を

み
て
み
る
と
、
『守
護

国
家
論
』
『立
正
安
国
論
』
な
ど
に
引
用
さ
れ

る
経
論
疏

の
文
は
、

の

ち
の
ち
日
蓮

の
教
学
を
構
築
す
る
上
で
の
重
要

な
論
拠
と
し
て
用

い
ら

れ
、
『注
法
華
経
』
に
も
整
東
さ
れ
た
形
で
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
遺
文
中

の

『無
量
義
経
』
「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」
、

『法
華
経
』
提
婆
達
多
品

・
薬
王
菩
薩
本
事
品

「女
人
成
仏
」
、
勧
持
品

「二
十
行
の
偶
」
な
ど
に
関
す
る
引
用
に
よ
つ
て

『注
法
華
経
』
各
品

に
お
け
る
注
記
の
意
図
が
い
よ
い
よ
明
確
に
な

っ
て
く
る
が
、
特
に
佐

渡
流
罪
直
前

の

『行
敏
訴
状
御
会
通
』
『寺
泊
御
書
』

の
引
用

に
よ
つ

て
、
か
な
り
整
理
さ
れ
た
要
文
集
の
存
在
が
推
察
さ
れ
る
。
今
後
は
現

存

『注
法
華
経
』

の
筆
跡
推
定
年
次
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
佐
渡
期
以

降

の
遺
文
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。

※
山
中
喜
八
編
著

『定
本
注
法
華
経
』
等
を
参

照
。
日
蓮
遺
文
は

『昭

和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
に
依
り

(定
〇
〇
頁
)

と
表
記
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

日
蓮
、
遺
文
、
『注
法
華
経
』、
要
文

(身
延
山
大
学
助
教
授
)
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